
 

 

令和４年 10 月 25 日 

高知市環境基本条例の改正について 

１．背景と概要 

(1) 条例制定当時の背景 

 制定当時，環境問題の構造変化や地球環境保全への主体的な取組の必要性が生じ，従

来の環境施策の中心であった規制的手法だけでは，問題の解決に向けた対応に限界があ

り，新たな観点からの施策展開が必要となってきた。 

 そうした状況を踏まえ，国においては，平成５年 11 月に環境を総合的にとらえて，

計画的に環境施策を講じていくために，「環境基本法」が制定された。本市においても，

この法律の趣旨を踏まえ，本市の自然的社会的特性に応じた環境施策を総合的かつ計画

的に推進する枠組みとして，平成９年４月１日に「高知市環境基本条例」を制定した。 

 

(2) 法と条例 

 「環境基本法」は，国の環境政策の方針等を規定したもの。一方，「高知市環境基本条

例」は地方自治法（第 14条第１項条例制定権）を根拠とし，環境への負荷の少ない持続

的な発展が可能な社会を創っていくという環境基本法の趣旨に沿いながら，環境の保全

及び創造について，本市の自然的社会的条件に応じて，施策の方向性等を定めたもので

ある。両者は競合ないし補完関係にあるものではなく，法及び条例がそれぞれ適用され

る。 

 

(3) 条例改正に至った経過 

○  条例制定から 25年が経過し，環境をとりまく状況は目まぐるしく変化している。 

○  とりわけ地球温暖化対策に関しては，2050 年カーボンニュートラルの実現を目指し

て，取組が加速している。 

○  しかしながらこの間，環境基本法においては，地球温暖化対策を含め，地球環境の

保全の推進等に関する条項の改正はなされていない。（平成 30 年の気候変動適応法，

平成 20 年の生物多様性基本法など各種法律の公布に伴う中央環境審議会のつかさど

る事務の追加に関する一部改正はあり） 

○  本市の環境基本条例では，環境基本法の趣旨を踏まえて，本市の自然的社会的条件

に応じた具体的な施策を「第４章 環境の保全及び創造に関する施策等」で独自に規

定している。 

○  地球温暖化対策については，地球規模の環境課題として，「第５章 地球環境の保

全の推進等」に基づき，施策の推進に努めることとしており，国の環境基本法におい

ても，同様の構成となっている。 

 

 

 

 

 

【資料４】 



 

（参考）高知市環境基本条例の構成 

 

 

 

 

 

 

 

                                   第 9条 施策の策定等に当たっての配慮 

                                   第 11 条 環境影響評価 

                                   第 12 条 規制の措置 

                                   第 13 条 助成等の措置 

                                   第 14 条 施設の整備の推進 

                                   第 15 条 資源の循環的な利用等の促進 

                                   第 16 条 森林及び緑地の保全等 

                                   第 17 条 田園環境の保全等 

                                   第 18 条 良好な水環境の保全等 

                                   第 19 条 美しい海及び渚の保全 

                                   第 20 条 都市美の形成 

                                   第 21 条 環境美化の促進等 

                                   第 22 条 環境教育及び学習の振興等 

                                   第 23 条 自発的な活動の促進 

                                   第 24 条 情報の提供 

                                   第 25条 調査等 

                                   第 26 条 環境監視員の設置 

 

２．検討事項 

「１．背景と概要」を踏まえ，地球温暖化対策について，「高知市環境基本条例」に独自に

規定する必要があるか事務局にて検討し，次回審議会でお諮りしたいと考えている。 
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